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 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。 

 
一、高齢化の進展を踏まえ、重度障害者等に対する介護に係る補償のあり方を含め被災労

働者の介護施策について、積極的に検討を進めること。 

 
二、長期療養者に対する給付については、これまでの国会における審議の経過を踏まえ、

個々の被災者の症状の推移に即し、主治医の意見を尊重して、適切に行うこと。 

 
三、治ゆ後の医療措置を対象とするアフターケア制度、社会復帰援護制度等の拡充等を図

るとともに、職業安定機関、職業能力開発機関等との連携のもとに、被災労働者の早期

社会復帰の促進に努めること。 

 
四、給付基礎日額の最低保障額を最近の賃金水準の上昇の推移にかんがみ早急に引き上げ

るとともに、引き続きその改善に努めること。また、各種給付における被災時年齢等に

よる不均衡の問題については、年功賃金体系にない労働者や高齢者の問題に留意しつつ、

引き続き検討を進めること。 

 
五、業務に起因する脳・心疾患による突然死を予防する観点から、業務との関連について

医学的な調査・研究を進めるとともに、職場における健康管理施策及び労働時間の短縮

を積極的に推進すること。また、脳・心疾患に係る突然死の業務上外の認定については、

医学的知見の動向に十分注意を払いつつ、適切な運用に努めること。 

 
六、労働組合の一人専従役員については、特別加入できるよう検討を進めること。 

 
七、労働災害の防止、強制適用事業における未手続事業の解消、保険給付の認定・審査請

求処理の迅速化等を図るため、関係職員の増員を含め行政体制の充実強化を図ること。 




